
 

 

（別紙） 
都税に係る軽減措置の継続について 

 
 
 
 

対  象 経  緯 軽減の割合等 

（１） 小規模住宅用地 ○創設 昭和６３年度 

○目的 

・過重な負担の緩和 

 都市計画税  
１

２
  

（２） 小規模非住宅用地 ○創設 平成１４年度 

○目的 

・過重な負担の緩和 

・中小企業の支援 

 固定資産税 

 都市計画税 

 

２割 

（３） 商業地等 
○創設 平成１７年度 

○目的 

・過重な負担の緩和 

 固定資産税 

 都市計画税 

 

負担水準６５％に 

相当する税額まで 

軽減 

 
 
 
 
 
 
 

対  象 経  緯 軽減の割合等 

電気自動車（ＥＶ）、 

プラグインハイブリッド

自動車（ＰＨＶ）及び燃料

電池自動車（ＦＣＶ） 

○創設 平成２１年度 

○目的 

 ・環境負荷の小さい電気 

  自動車等の取得を支援 

自動車税 

種別割 
 

初回新規登録を受け

た年度及び翌年度か

ら５年度分を全額 

免除 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

面積 ４００ ㎡以下の 

土地のうち ２００ ㎡ 

までの部分 

負担水準が６５％を 

超える商業地等 

１ 固定資産税・都市計画税の軽減措置 

面積２００㎡まで 

の部分 

※ ２３区内の土地が対象です。 

２ ＺＥＶ導入促進税制 



 

 
 
 
 

対  象 経  緯 軽減の割合等 

耐震化のための建替え 

又は改修を行った住宅 

 

 

 

○創設 平成２０年度 

○目的 

 ・住宅の耐震化促進を 

支援 

・災害に強い東京を実現 

 

 

＜建替え＞ 

 固定資産税 

 都市計画税 

＜耐震改修＞ 

 固定資産税 

 都市計画税 

 
 
 
 

１０割（３年度分） 
 
 
 
 
１戸あたり１２０㎡の 

床面積相当分まで、 

１０割（１年度分） 
 

 
 
 
 
 
 

対  象 経  緯 軽減の割合等 

不燃化特区内において、 

建替えを行った住宅及び

老朽住宅を除却した土地 

 

 

 

○創設 平成２５年度 

○目的 

 ・不燃化特区の取組を 

支援 

・災害に強い東京を実現 

 

 

＜建替え＞ 

 固定資産税 

 都市計画税 

＜除却＞ 

 固定資産税 

 都市計画税 

 
 
 
  
１０割（５年度分） 
 
 
 
 
 
８割（５年度分） 
 

 
 

３ 耐震化促進税制 

※ ２３区内の家屋が対象です。 

ア 昭和５７年１月１日以前から 
 所在する家屋を建て替えた 
場合又は耐震改修した場合 

イ 昭和５７年１月２日から平成 
１３年１月１日までに新築され 
た一定の木造住宅を耐震改修 
した場合 

４ 不燃化特区支援税制 

※ ２３区内の土地及び家屋が対象です。 


